
 

- 1 -  

 

 

答  申 

 

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下  

「法」という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請  

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

 本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、平成３０年１２月１４日付けの通知書（以

下「本件処分通知書」という。）で行った法６３条の規定に基づく返

還金額決定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるもの

である。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人の主張は、必ずしも明らかではないが、おおむね以下の理由

により、本件処分を違法又は不当とするものである。  

処分庁は、請求人に対し、請求人に資力が発生した平成２９年５月

２３日以降、請求人の医療費が全額自己負担になることを伝えなかっ

た。請求人は、医療費が全額自己負担であるなら医療機関に通院する

ことはなかったのであるから、同日以降の医療費１６３，３４０円に

相当する金額は返還対象外とすべきである。  

したがって、本件処分において、返還決定額２，３３１，６０３円

のうち１６３，３４０円に係る部分については違法又は不当である。  
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第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用して棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

   審査会は本件諮問について、以下のように審議した。     

年  月  日  審  議  経  過  

令和  元年１１月２１日  諮問  

令和  ２年  １月２０日  審議（第４１回第１部会）  

令和  ２年  ２月２１日  審議（第４２回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  保護の補足性及び保護の基準についての法の定め  

法４条１項によれば、保護は、生活に困窮する者が、その利用し

得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持

のために活用することを要件として行われるとされている。  

また、法８条１項によれば、保護は、厚生労働大臣の定める基準

により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うも

のとするとされており、保護費は、上記保護の基準に従って、要保

護者各々について具体的に決定されるものである。  

⑵  費用返還義務についての法の定め  

法６３条によれば、被保護者が、急迫の場合等において資力があ

るにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁

した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金
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品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返

還しなければならないとされている。  

⑶  相続による財産の取得と法６３条の規定の適用  

民法８８２条及び８９６条の規定によれば、相続は死亡によって

開始され、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切

の権利義務を承継するものとされている。また、同法９０７条１項

及び９０９条本文によれば、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じ

た場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割

をすることができ、その遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼっ

てその効力を生ずるとされている。  

したがって、遺産相続の場合に法６３条の規定に基づく費用返還

の対象となる資力の発生時点は、被相続人の死亡時と解すべきであ

り、被保護者が相続することとなった財産の額を限度として、被相

続人死亡時以後支給された保護費について返還請求の対象とするこ

ととなる（「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付

厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡）（以下「問答集」とい

う。）問１３－６（答）⑵参照）。なお、この問答集の取扱いは、

法の解釈・運用指針として合理的なものと認められる。  

２  本件処分の検討  

⑴  法６３条の規定の適用について  

実父は平成２９年５月２３日に死亡したことが認められることか

ら、請求人において、同日時点で相続財産を得た、すなわち「資

力」が発生したといえる。それにもかかわらず、請求人は、当該資

力発生日（平成２９年５月２３日）から、現実に遺産を手にした日

（平成３０年１１月２２日）までの間、処分庁からの保護を受けて

いたことが認められる。  

したがって、請求人については、法６３条が定める「被保護者

が、急迫の場合等において資力があるのにも関わらず、保護を受け

たとき」の要件に該当するといえるのであるから、同条の規定が適
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用され、請求人には、本件支給済み保護費の範囲内において処分庁

が定めた額を処分庁へ返還する義務が生じたといえる。  

法６３条の規定は、被保護者に対して最低限度の生活を保障する

という保護の補足性の原則に反して保護費が支給された場合に、支

給した保護費の返還を求め、以て生活保護制度の趣旨を全うしよう

とするものである。なお、これと同様の判断を示すものとして、東

京高等裁判所判決（平成２５年４月２２日  裁判所ウェブサイト裁

判情報掲載）がある。上記の事実を踏まえると、処分庁が、法６３

条の規定を適用して本件処分を行ったことに、違法・不当な点は認

められない。  

⑵  本件処分による返還金額について  

本件において、請求人に係る法６３条の規定にいう「資力」の額

は、遺産分割に基づき取得した９，０９８，８８０円から、必要経

費としての行政書士への委託料及び振込手数料等合計２１４，６５

６円を控除して得た額８，８８４，２２４円であるといえる。他

方、本件支給済み保護費の合計額は、２，３３１，６０３円である

ことが認められる（別紙の表（「返還金額計算表」）の「支給済み

保護費」参照）。そうすると、請求人において発生した資力は、本

件支給済み保護費を上回ることが認められるのであるから、請求人

が「資力があるにもかかわらず」受給した保護費は、本件支給済み

保護費全額の２，３３１，６０３円であるといえる。  

したがって、当該金額を返還決定額とした本件処分は、上記１の

法令等に則ってなされたものであり、かつ、違算も認められないか

ら、返還決定額の算出について違法又は不当とすべき点はない。  

３  請求人の主張について  

請求人は、上記第３のとおり主張する。  

しかしながら、医療券を用いて医療機関の診察を受ける等の現物給

付による医療行為を受けることは、法に基づく保護の一種であり（法

１１条４号、１５条、３４条参照）、法６３条の規定に基づく費用返
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還の対象であることは明らかである。  

また、生活保護における医療扶助による医療の給付は、法令等に基

づく適正な基準によりなされるものであり、請求人も医療を受ける必

要のあることから、医療機関の診察を受けたものである。  

したがって、請求人の主張は失当である。  

４  その他の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法・不当とすべき点を認めることはできな

い。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や  

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適  

正に行われているものと判断する。  

  よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

 別紙（略）  

 

 

 


